
（証券コード 4196）
2022年12月８日

株主各位

東京都渋谷区南平台町16番25号
株式会社 ネオマーケティング
代表取締役 橋 本 光 伸

第23期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第23期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使

することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同
封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決
権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において賛否を入力されるか、いずれ
かの方法により、2022年12月22日（木曜日）午後７時までに到着するよう議決権を行
使いただきますようお願い申し上げます。

敬具
記

１．日時 2022年12月23日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前９時30分）

２．場所 東京都渋谷区南平台町16番25号 養命酒ビル２階 会議室
３．目的事項

報告事項 １．第23期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業報告の
内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第23期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）計算書類の
内容報告の件

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
３頁「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご参照ください。

以上
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.neo-m.jp/）に掲載させていた
だきます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち「連結注記表」「個別注記表」につきま
しては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ
ト（https://www.neo-m.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には
記載しておりません。
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2022年12月23日（金)

午前10時

株主総会開催日時株主総会に当日

ご出席いただく

場合

議決権行使書用紙を

会場受付へ提出
1

2022年12月22日（木)

午後７時到着分まで

行使期限郵送(書面)にて

行使いただく

場合

各議案の賛否を

表示のうえ投函
2

2022年12月22日（木)

午後７時まで

行使期限インターネットにて

行使いただく

場合

議決権行使サイト

https://evote.tr.mufg.jp/

にて各議案の賛否を

入力

3

（パソコン、スマートフォン）

議決権の行使についてのご案内

株主の皆様におかれましては、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くだ

さいますようお願い申し上げます。

インターネットによる議決権行使のご案内については、次頁をご参照ください。

議決権の行使に関する事項

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネット

による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行

使された内容を有効とさせていただきます。
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使
していただきますようお願い申し上げます。なお、当日ご出席の場合は、郵送（議決
権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

１．議決権行使サイトについて

（1）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンから、当社の指
定する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただ
くことによってのみ実施可能です（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取
り扱いを休止します）。

（2）パソコン、スマートフォンによる議決権行使は、株主様のインターネット利用環
境やご使用の機種によっては、ご利用できない場合もございます。

（3）インターネットによる議決権行使は、2022年12月22日（木曜日）の午後７時まで
受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございまし
たらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（1）パソコンによる方法
・議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙
に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案
内に従って賛否をご入力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（なりすまし）や議決権行使内容の改ざ
んを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」
の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知い
たします。

（2）スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み
取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能
です。（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

・セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は１回に限り可能です。２
回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必
要になります。

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QR
コードでのログインができない場合には、上記２．（1）パソコンによる方法にて
議決権行使を使ってください。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する接続料金等、通信料は、株主様
のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）
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（添付書類）

事業報告
（2021年10月１日から2022年９月30日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過及びその成果

当社グループは「～Make Everyone Wonderful～私たちは人の心を満たす商品・サ

ービスがあふれる社会を目指している」をビジョンに掲げ、企業のマーケティング

活動を強力に支援するサービスを包括的に提供しております。

当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

が長期化する中、行動制限や新規入国制限の緩和措置などにより社会経済活動の正

常化に向けた動きが見られましたが、内外金利差を背景とした円安の進行や世界情

勢の緊迫化による資源価格の高騰から消費者物価指数の上昇が進む等、経済の見通

しは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループにおいては、従業員の安全・安心を守る施策として、始業前の全従

業員への非接触型検温測定の義務付け、二酸化炭素濃度測定器及びサーキュレータ

ー導入による換気と密の回避、全社的なテレワークの推奨と体制構築等の対策につ

いて、2020年よりグループ一丸となって取り組んでおります。

当社グループのメインの顧客層である製造業のお客様においては、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響は他業種との比較において軽微であり、現時点の経済活動

状況を前提とした場合に、当社グループが業績面において受ける影響は限定的と考

えております。中長期的には社会がWithコロナ時代に適合していく過程の中で、変

化した生活者の意識や消費行動を捕捉していく必要性から、当社グループが提供す

るマーケティングサービスの需要が継続して発生していくものと予想しております。

このような状況の中、当期は受注体制とサービス提供体制の拡充、及び営業活動

強化に向けた先行投資に注力いたしました。カスタマーサクセス拠点として横浜オ

フィスを新たに設置し、クライアント企業の商品やサービスを利用されているお客

様を専任スタッフがきめ細かくサポートする体制を構築しました。沖縄なはマーケ

ティングラボにおいては、データ処理やコールセンターのサービス提供体制を拡充

するための増床移転等、さらなる受注体制の基盤整備に取り組みました。また、サ

ービス提供の強化の取り組みといたしましては、優良なコンテンツを制作し顧客企

業やブランドの効果的な訴求を支援するコンテンツマーケティングサービスを新た

に当社グループに取り込みました。

営業活動強化の取り組みといたしましては、マーケティングコンサルタント職を

中心に積極的な採用活動を実施し、福岡営業所と札幌営業所をあらたに開設し営業

活動を開始いたしました。
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これらの施策により、取引社数が増加し顧客単価も上昇したことで売上高は増加

いたしました。一方で、当連結会計年度において、株式会社Zeroののれんを減損し

たため、親会社株主に帰属する当期純利益を確保することができませんでした。

このような取り組みの結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,251,134千円（前

年比23.1％増）、営業利益280,386千円（同7.6％減）、経常利益280,059千円（同2.3

％減）、親会社株主に帰属する当期純損失280,654千円（前年同期は親会社株主に帰

属する当期純利益206,002千円）となりました。

当社グループは、これからも「人と企業の架け橋となる価値ある情報サービスを

提供し人々の生活向上と社会発展に貢献する」という経営理念を全社一丸となって

追求し、さらなる成長と業容拡大を図ってまいります。

サービス別の売上高は、以下のとおりです。

売上高内訳

内 容 金額（単位：千円） 売上高構成比 前期比

カ ス タ マ ー ド リ ブ ン 894,189 39.7％ 113.7％

イ ン サ イ ト ド リ ブ ン 478,562 21.2％ 103.4％

デジタルマーケティング・PR 323,242 14.4％ 171.2％

カスタマーサクセス・その他 555,139 24.7％ 141.8％

計 2,251,134 100.0％ 123.1％

（2）設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は16,854千円（無形固定資産を

含む）であり、その主な内容は、沖縄なはマーケティングラボの移転に伴うオフィ

ス構築費15,024千円であります。

（3）資金調達の状況

当社は、効率的な事業資金の調達を行うため、取引銀行２行と借入限度額300,000

千円の当座貸越契約を締結し、１行と借入限度額100,000千円のコミットメントライ

ン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座

貸越及びコミットメントラインにかかわる借入実行残高は300,000千円であります。
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（4）対処すべき課題

当社グループは、変化の激しい経営環境の中で常に新しいマーケティングソリュ

ーションを生み出し続けることによって着実に成長を続けており、顧客とともにイ

ノベーションを創造し価値ある情報サービスを提供することにより事業規模の拡大

を推進するために、以下の課題に重点的に対処してまいります。

① 採用、教育体制の構築

当社のマーケティングコンサルタントが、当社グループが提供するサービスに

ついての知識やノウハウを吸収し、顧客に対する提案力を向上させていくために

は、相当程度の時間を要することが課題となっております。当社グループの提供

するサービスに適応力の高い優秀な人材を採用し、いちはやく戦力化するための

教育体制の構築に取り組んでまいります。

② 自社マーケティングの強化

当社グループが見込顧客と接点を持つきっかけとして、お問い合わせをしてい

ただくための導線や仕掛けの構築を含めた自社のマーケティング活動が重要にな

ります。自社メディアを活用した導線強化や見込顧客を顧客化していく仕組みの

構築に取り組んでまいります。

③ デジタルトランスフォーメーションへの対応

当社グループは、社会が急激にデジタルトランスフォーメーションに舵を切り、

インフラやデバイスの技術革新が激しい環境の中で、当社グループが継続的に成

長し続けるためには、新技術の有用性の見極めと適時の対応を行うことが重要な

課題であると考えております。次々と登場する新技術やデバイスを吟味し応用し

ていくことが重要であると認識し、必要な対応や積極的な投資を行ってまいりま

す。

④ ブランディングの強化

当社グループが見込顧客から指名されて業務を委託いただく、あるいは企画コ

ンペティションに参加する確率を上げるためには、当社グループの知名度を相当

程度向上させていく必要があると認識しております。知名度の向上に資するよう、

自社の強みを明確化するとともにブランディングの強化に取り組んでまいります。

⑤ 組織体制の強化

当社グループは、これまで事業規模に見合った組織体制を構築してまいりまし

たが、今後の業容の拡大に伴い、組織体制の強化が課題であると認識しておりま

す。今後も、事業規模に応じた内部管理体制の構築を行うとともに、一層のガバ

ナンス強化に努めてまいります。
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（5）財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第20期

（2019年９月期）
第21期

（2020年９月期）
第22期

（2021年９月期）

第23期
（当連結会計年度）
（2022年９月期）

売 上 高（千円） 1,132,272 1,427,555 1,829,276 2,251,134

経 常 利 益（千円） 19,674 173,652 286,536 280,059

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

（千円） 8,027 116,650 206,002 △280,654

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

（円） 3.43 50.24 88.79 △112.35

総 資 産（千円） 830,897 982,064 1,500,514 1,359,655

純 資 産（千円） 156,427 211,887 797,019 522,251

１株当たり純資産額（円） 66.85 95.53 325.58 207.81

（注）１．当社では、第22期より連結計算書類を作成しております。なお、第20期及び第21期につきま

しては「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて連結財務諸表を作成しておりますので、参考までに当該数値を記載しております。

２．当社は、2020年９月29日付で普通株式１株につき200株、2021年３月２日付で普通株式１株

につき２株の割合で株式分割を行っており、2019年９月期の期首に当該株式分割が行われたと

仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度

の期首から適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等

を適用した後の数値を記載しております。

②当社の財産及び損益の状況

区 分
第20期

（2019年９月期）
第21期

（2020年９月期）
第22期

（2021年９月期）

第23期
（当事業年度）
（2022年９月期）

売 上 高（千円） 1,077,844 1,326,165 1,708,788 2,058,004

経 常 利 益（千円） 49,041 164,497 244,187 288,172

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 37,925 117,428 173,332 △305,133

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

（円） 16.21 50.58 74.71 △122.15

総 資 産（千円） 877,483 1,018,280 1,504,430 1,329,800

純 資 産（千円） 210,279 266,708 820,920 521,673

１株当たり純資産額 （円） 89.86 120.25 335.34 207.58
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（注）１．当社は、2020年９月29日付で普通株式１株につき200株、2021年３月２日付で普通株式１株

につき２株の割合で株式分割を行っており、2019年９月期の期首に当該株式分割が行われたと

仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当事業年度の期

首から適用しており、当事業年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用し

た後の数値を記載しております。

（6）重要な子会社の状況（2022年９月30日現在）

会社名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

パイルアップ株式会社 8,000千円 100.0％ マーケティング支援事業

株式会社セールスサポート 1,500千円 100.0％ マーケティング支援事業

（7）主要な事業内容

当社グループは、クライアント企業のマーケティングプロセスを独自の「マーケ

ティングフレームワーク４Ｋ」を使って一気通貫にサポートできることを特長とし

ています。「４Ｋ」とは、生活者インサイトの発見（カクシン）からプロダクト開発

（カイハツ）、プロモーション支援（カイタク）からPDCAの実行（カイゼン）までを

指します。当社ではそれぞれのマーケティングプロセスにおいて各種ソリューショ

ンを自社リソースで網羅的に提供可能であることが強みとなっております。

当社グループは、その特長を生かし、お客様の課題を本質的に解決し、お客様の

事業を成功に導くためのサービスを開発し続けることによって、世の中に良い商品

や素晴らしいサービスが溢れ、企業は成功し、人々の生活が豊かになる社会を実現

していくことを目指しております。

サービス名 サービスの内容

イ ン サ イ ト ド リ ブ ン 定性調査を核としたイノベーション創造マーケティングです。特徴

的な事例としては、デザイン思考をベースとしたエクストリームユ

ーザー（極端な消費者）の行動観察調査を実施し、インサイトを発

見することにより、共創ワークショップでアイデア・コンセプトま

で創り上げるといったものがあります。

カ ス タ マ ー ド リ ブ ン 定量調査を核とした顧客起点マーケティングです。特徴はマーケテ

ィング施策に活用できるよう顧客セグメントを明確化し、カスタマ

ージャーニーを解析することにより、顧客起点のプロモーション施

策の戦略立案・実行後の検証まで一気通貫でクライアントに伴走す

るという点です。
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サービス名 サービスの内容

デジタルマーケティング・ PR デジタルマーケティング戦略設計にあたり、顧客起点でお客様の課

題に合わせてWeb広告に関する戦略立案から作成、運用、効果検証

まで一貫したコミュニケーション戦略を設計・実行するサービスで

す。PRは、認知拡大・ブランディングを目的としたPR支援サービス

です。特徴的な事例としては、心理ロイヤリティやエボークトセッ

トを指標とし、クライアントの目指すあるべきブランド像や世界観

を、カスタマードリブンサービスによって明確化したターゲットに

対して届けるといったものがあります。

カ ス タ マ ー サ ク セ ス 生活者起点の分析により、自社の商品やサービスが「顧客の成功体

験」に寄与できるように、積極的支援を行う企業姿勢と、そのため

の戦略・施策を提供するサービスです。特徴的な事例としては、ク

ライアントのお客様のゴール（＝成功）や失敗を理解したうえで、

必要なアクションプランを企画立案し実行まで対応するサービスと

いったものがあります。神奈川県横浜市と沖縄県那覇市にカスタマ

ーサクセスの拠点を設けており、電話・メールによる顧客対応はも

ちろん、AIチャットボットの品質評価やサブスクリプションモデル

の課金ユーザー離脱防止プログラムにも強みを持っております。

（8）主要な事業所（2022年９月30日現在）

① 当社

名称 所在地

本社 東京都渋谷区

大阪営業所 大阪府大阪市中央区

仙台営業所 宮城県仙台市青葉区

札幌営業所 北海道札幌市中央区

福岡営業所 福岡県福岡市博多区

沖縄なはマーケティングラボ 沖縄県那覇市

横浜オフィス 神奈川県横浜市中区

関西オフィス 兵庫県三田市
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② 子会社

名称 所在地

パイルアップ株式会社 東京都渋谷区

株式会社セールスサポート 東京都渋谷区

株式会社Zero 東京都渋谷区

（9）従業員の状況（2022年９月30日現在）

① 企業集団の従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減

96（71）名 7名増（－）

（注）上記従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（準社員、契約社員、人材会社からの派遣社員、季

節工を含む。）は最近１年間の平均人員を（）外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

従業員数 前年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

90（70）名 6名増（－） 34.17歳 4.45年

（注）上記従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（準社員、契約社員、人材会社からの派遣社員、季

節工を含む。）は最近１年間の平均人員を（）外数で記載しております。

（10）主要な借入先及び借入額（2022年９月30日現在）

借 入 先 借 入 残 高（千円）

株 式 会 社 り そ な 銀 行 205,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200,000

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 29,280

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 24,980

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．株式に関する事項

（1）発行可能株式総数 9,600,000株

（2）発行済株式の総数 2,513,200株

（3）当事業年度末の株主数 1,271名

（4）大株主(上位10位まで)

株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）

株式会社エムスリードリームインベスター 658,000 26.18

橋 本 光 伸 498,800 19.84

株 式 会 社 TRM ブ ラ ザ ー ズ 276,900 11.01

村 上 直 80,600 3.20

株 式 会 社 エ イ ジ ェ ッ ク 77,400 3.07

株 式 会 社 SBI 証 券 55,159 2.19

楽 天 証 券 株 式 会 社 51,700 2.05

荒 池 和 史 44,000 1.75

嶺 井 政 人 42,800 1.70

ネ オ マ ー ケ テ ィ ン グ 従 業 員 持 株 会 38,900 1.54

（注）持株比率は、自己株式（24株）を控除して計算しております。
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３．新株予約権に関する事項

（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権

等の状況

2016年６月14日開催の取締役会決議による新株予約権

① 新株予約権の払込金額 払込を要しない

② 新株予約権の行使価額 １個につき33,000円（１株当たり83円）（注）

③ 新株予約権の行使条件 権利行使時においても、当社又は当社子会社の

取締役、使用人の地位にあることを要する。た

だし、定年退職した場合はこの限りではない。

④ 新株予約権の行使期間 2018年６月29日から2026年６月14日

⑤ 当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） ― ― ―

社外取締役（監査等委員） 3個 普通株式1,200株（注） 1人

2018年９月６日開催の取締役会決議による新株予約権

① 新株予約権の払込金額 払込を要しない

② 新株予約権の行使価額 １個につき139,000円（１株当たり348円）（注）

③ 新株予約権の行使条件 権利行使時においても、当社又は当社子会社の

取締役、使用人の地位にあることを要する。た

だし、定年退職した場合はこの限りではない。

④ 新株予約権の行使期間 2020年９月７日から2028年９月５日

⑤ 当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） 15個 普通株式6,000株（注） 1人

社外取締役（監査等委員） ― ― ―

（注） 2020年９月29日付で実施した株式分割（普通株式１株につき200株に分割）、2021年３月２日付

で実施した株式分割（普通株式１株につき２株に分割）に伴い、「新株予約権の行使価額」及び

「目的となる株式の種類及び数」は調整されております。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

（1）取締役の氏名等（2022年９月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役 橋 本 光 伸 株式会社セールスサポート 代表取締役

取締役 荒 池 和 史
営業本部管掌

株式会社セールスサポート 取締役

取締役（監査等委員） 藤 元 拓 志

藤元公認会計士事務所 代表

インヴィンシブル投資法人 監督役員

株式会社ブライセン 監査役

取締役（監査等委員） 原 島 茂 雄

はらしま会計事務所 所長

J Glocal Accounting株式会社 代表取締役

J Glocal Accounting Co.,Ltd. 代表取締役

取締役（監査等委員） 中 川 達 也

染井・前田・中川法律事務所 パートナー

パウダーテック株式会社 取締役

株式会社グッピーズ 監査役

（注）１．株式会社セールスサポートは当社の子会社であります。また、株式会社セールスサポート以

外の兼職先と当社の間に取引関係はございません。

２．取締役藤元拓志氏、原島茂雄氏、中川達也氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で

あります。

３．当社は、取締役藤元拓志氏、原島茂雄氏、中川達也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．取締役藤元拓志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。

取締役原島茂雄氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。

５．当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、その理由は以下のとおりです。

・当社では社外取締役としての独立性を重視しており、監査等委員の全員が社外取締役である

こと

・取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができていること

・必要に応じて監査等委員が取締役会以外の重要な会議に出席できる体制ができていること

６．2022年３月31日をもって、取締役秋田誠氏は辞任により退任いたしました。なお、退任時に

おける地位及び担当は取締役管理本部長でありました。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、2015年12月22日開催の定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行

取締役を除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき

当社が社外取締役３名（藤元拓志氏、原島茂雄氏、中川達也氏）と締結した責任限

定契約の内容の概要は次のとおりであります。

取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行う

につき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める

最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の会社法上の取締

役（社外取締役を含む。）であり、被保険者の保険料を全額会社が負担しておりま

す。当該保険契約により被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為又は

不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求を受けることに

よって生ずることのある損害について補填されることとなります。この他、損害賠

償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員等がそ

れらに対応するために要する費用についても補填されることとなります。ただし、

被保険者の職務の適正性が損なわれないようにするため、違法行為であることを認

識して行った行為に起因して生じた損害については補填の対象としないなど、一定

の免責事由があります。

（4）当事業年度に係る取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

a. 決定方針の決定方法

当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等

の内容の決定に関する方針（以下、決定方針）を決議し、2021年12月24日開

催の取締役会において当該決定方針を改訂しております。

b. 決定方針の概要

・当社では、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ）の個

人別の報酬等は固定報酬のみ（毎月同額）とし、当該額は、他社の役員

報酬や当社の従業員給与の水準との比較、中期経営計画の達成度を考慮

したうえで、役位、職責、在任年数を総合的に勘案して、指名・報酬委

員会での諮問を経て、今後１年分につき定時株主総会後に初めて開催す

る取締役会において合議のうえ承認して確定する。

なお、当社では、取締役に「役員賞与」「退職慰労金」「業績連動報酬等」

「非金銭報酬等」を支給しない。

・当社では、取締役の固定報酬は、取締役の任期中に限り、当月分を翌月

中に支払う。

② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものである

と取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、決定方針との整

合性を含めた多角的な検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断

しております。
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③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2015年12月22日開

催の第16期定時株主総会において年額100百万円以内とご承認いただいておりま

す。その具体的な給付内容については、取締役会にて決定しております。当該株

主総会終結時点における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は３名

（うち社外取締役は０名）であります。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の第16期定時株

主総会において年額30百万円以内とご承認いただいております。その具体的な給

付内容については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。当

該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取

締役は３名）であります。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

上記①に記載のとおり、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容については、

取締役会において合議のうえ承認して確定しており、取締役その他の第三者に委

任しておりません。

⑤ 取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

34,623
（－）

34,623
（－）

－
（－）

－
（－）

3
（－）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

11,580
（11,580）

11,580
（11,580）

－
（－）

－
（－）

3
（3）

（注）１．社外取締役が連結子会社から受けている報酬等はございません。

２．上記には、2022年３月31日をもって退任した取締役１名を含んでおります。
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（5）社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

当社の社外役員に関する重要な兼職先につきましては、「４．会社役員に関する

事項（1）取締役の氏名等」に記載のとおりでありますが、当社と各兼職先の間に

は開示すべき関係はありません。

② 各社外役員の主な活動状況及び期待役割に関して行った職務の概要

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役

（監査等委員）
藤 元 拓 志

当期に開催した取締役会のすべて（23回中23回）及び監査

等委員会のすべて（18回中18回）に出席しており、監査等委

員会の委員長を務めるとともに、議案等について様々な提言

を行っております。主に公認会計士としての専門的見地か

ら、取締役会及び監査等委員会の場において議案審議等に必

要な発言を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するため

の重要な役割を果たしております。

取締役

（監査等委員）
原 島 茂 雄

当期に開催した取締役会のすべて（23回中23回）及び監査

等委員会のすべて（18回中18回）に出席しており、議案等に

ついて様々な提言を行っております。主に税理士としての専

門的見地から、税務面での情報提供を行うとともに、様々な

企業の会計実務に関与している経験に基づき当社のガバナン

ス強化となる有益な発言を行い、意思決定の妥当性、適正性

を確保するための重要な役割を果たしております。

取締役

（監査等委員）
中 川 達 也

当期に開催した取締役会のすべて（23回中23回）及び監査

等委員会のすべて（18回中18回）に出席しており、議案等に

ついて様々な提言を行っております。主に弁護士としての専

門的見地から、取締役会及び監査等委員会の場において経営

上・事業上のリスク等に関する事項について指摘する等、合

理的で偏ることのない審議を実施していくために必要な発言

を行い、意思決定の妥当性、適正性を確保するための重要な

役割を果たしております。

― 16 ―

2022年11月24日 16時27分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



５．会計監査人に関する事項

（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

（2）会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査等委員会が同意

した理由

① 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

18,000千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係

る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

② 当該報酬等について監査等委員会が同意した理由

当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関

する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績、職務

遂行状況及び報酬見積りの算出根拠の相当性等を確認し、会計監査人の報酬等に

ついて妥当であると判断し、同意いたしました。

（3）非監査業務の内容

該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある等、必要があると判断され

る場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会

は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が

会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全

員の同意により、監査等委員会は会計監査人を解任いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

（1）決議の内容の概要

取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他

会社の業務並びに当該会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るための体制についての取締役会決議の内容の概要は、次のとおりであります。

Ⅰ 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

１ 当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）は、経営理念・ビジョン・

アイデンティティ・事業コンセプトを策定し共有しており、当社グループの取

締役及び使用人は、「６つのバリュー」に基づいて行動しております。

２ 当社グループの取締役及び使用人が、当社又は子会社における法令ないし定

款等に違反する、あるいは違反の疑義がある行為等を発見した場合には、直ち

に当社の監査等委員会又は内部通報システムに報告することとしております。

報告に対してはその内容を調査し、必要に応じて関係部署と協議のうえ、是正

措置を取るとともに再発防止策を策定し、当社グループ全体に実施させること

としております。

３ 当社の監査等委員会は、当社グループのコンプライアンス体制及び内部通報

システムの運用に問題があると認めた場合は、取締役会ないしは代表取締役に

意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることとしております。

４ 当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、独立した立場から法令及び

定款、社内規程等の遵守状況等について監査し、その結果を代表取締役及び監

査等委員会に報告しております。

５ 当社の取締役会は、各取締役の職務執行を監督するため、取締役会規程に基

づき各取締役は業務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の

職務執行を相互に監視及び監督することとしております。

Ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

１ 当社の取締役は、株主総会議事録や取締役会議事録、その他重要な意思決定

に関する文書等（電磁的記録を含む。以下同じとする。）を法令及び「文書管理

規程」に基づき作成するとともに管理及び保存することとしております。

２ 前項で定めた文書等は、各取締役及び会計監査人等が、必要に応じ閲覧ない

し謄写可能なこととしております。
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Ⅲ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１ 当社グループのリスクマネジメントの基本方針は、取締役会で決定しており

ます。

２ 当社の業務執行におけるリスクは、各業務執行取締役がその対応に責任を持

ち、重要なリスクについては取締役会で分析及び評価を行い、対応を決定する

こととしております。

３ 当社グループにとって重要な投資については、収益性や事業戦略性、組織運

営上のリスクを事前に取締役会で十分検討するとともに、事後的なモニタリン

グを随時実施しております。

Ⅳ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

１ 当社は毎月定例の取締役会を開催し、「取締役会規程」に基づく重要事項の決

定並びに各取締役の業務執行状況の監督を実施しております。

２ 当社は、当社グループの取締役及び使用人が共有する経営計画を年度ごとに

策定し、各担当取締役は、グループ全体の目標達成のための具体的目標及び権

限の適切な配分等、当該目標達成のための方法を定めるとともに、定例の取締

役会で目標達成の進捗状況についての報告を実施しております。

３ 当社取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」や「職務分掌

規程」、「職務権限規程」でその責任者や執行手続等の詳細について定めており

ます。

Ⅴ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

１ 当社グループの業務執行の状況は、定期的に取締役会において報告されてお

ります。

２ 当社グループの経営に関する一定の事項については、当社の関連部署との協

議を随時行うとともに、重要事項については当社の取締役会の承認を要するこ

ととしております。

３ 当社子会社の取締役及び使用人は、当社からの経営管理や経営指導内容が法

令ないしは定款等に違反すると認められる場合は、当社の監査等委員会又は内

部監査室に報告することとしております。報告に対してはその内容を調査し、

必要に応じて関係部署と協議のうえ、是正措置を取るとともに再発防止策を策

定することとしております。
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Ⅵ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監

査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項

１ 当社の監査等委員会が監査等委員会スタッフを求める場合、当社管理本部を

監査等委員会の職務を補助する組織とし、その使用人が監査等委員会スタッフ

を兼務することとしております。

２ 監査等委員会スタッフの任命や異動については、監査等委員会の事前の同意

を要することとしております。

３ 監査等委員会スタッフは、監査等委員会から指示を受けた場合に、当該指示

された業務に関しては監査等委員である取締役以外の取締役からの指揮命令を

受けないこととしております。

Ⅶ 当社及び子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制及

び監査等委員会の業務が実効的に行われることを確保するための体制

１ 当社グループの取締役及び使用人は、法令ないしは定款、社内規程等の違反

行為他、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場

合、直ちに監査等委員会に対して報告を行うこととしております。

２ 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事

項について報告を求められた場合には速やかにその報告を行うこととし、また

監査等委員会が業務や財産等の調査を行う場合は、積極的に協力することとし

ております。

３ 当社の内部監査室は、内部監査の実施状況や内部通報制度への通報状況等を

監査等委員会に定期的かつ適時に報告することとしております。

Ⅷ 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な

扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会にいつでも直接報告を行う

ことができることとしており、当社グループは当該報告を行ったことを理由とし

て不利な取扱いを行うことを禁止しております。

Ⅸ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前

払又は償還の手続きに係る方針

当社グループは、監査等委員会がその職務の執行に際し、会社法第399条の２第

４項に基づく費用の前払等の請求をした場合、又は監査等委員会が独自に外部専

門家をその職務執行のために利用した場合は、当該費用又は債務が監査等委員会

の職務執行に必要と認められない場合を除き、速やかに当該費用又は債務に応じ、

処理することとしております。
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Ⅹ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

１ 当社の各監査等委員は、その職務のため必要な場合、当社グループで開催さ

れる各会議に自由に参加できることとしております。

２ 当社の監査等委員会は、定期的に代表取締役や内部監査室、会計監査人と意

見交換を行うこととしております。

Ⅺ 当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１ 当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の付

き合いをせず、毅然とした態度でその排除に努めることとしております。また、

反社会的勢力より不当な要求を受けた場合は、警察等と連携し、断固拒否する

こととしております。

２ 当社グループは、反社会的勢力の情報を当社管理本部で管理することとして

おり、取引先との各種契約書等で反社会的勢力の排除を確認するとともに、当

該情報を当社グループでの注意喚起等に利用しております。

（2）体制の運用状況の概要
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、

次のとおりであります。

① 監査等委員会による監査・監督

・監査等委員会の委員長を主体として、全体会議その他社内の重要な会議に出席

し、必要に応じて意見を述べるなどして業務執行の監督を行いました。また、

沖縄なはマーケティングラボ、大阪営業所、仙台営業所、札幌営業所、福岡営

業所、横浜オフィス、関西オフィスの往査（主としてリモートによる監査）を

実施いたしました。

・監査等委員会は、内部監査室や会計監査人と定期的に協議の機会を設けており

ます。

② コンプライアンス及びリスク管理

・反社会的勢力の排除に関しては、管理本部が外部機関も利用し、関連情報の収

集に努めました。

・「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整

備、運用、評価を会計監査人とも連携しながら実施いたしました。

・法令等への違反、不正行為等の防止や早期発見を目的として、当社の内部監査

室や社外取締役等を窓口とする「ネオほっとライン」を設置しております。

・内部監査室は、内部監査計画に基づき当社各部署及び子会社に対して内部監査

を実施し、当該監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
（注） 本事業報告記載の金額につきましては、表示単位未満を切り捨て表示しております。
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連結貸借対照表

（2022年９月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,084,083 流 動 負 債 715,658

現 金 及 び 預 金 709,248 買 掛 金 81,495

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 283,448 短 期 借 入 金 300,000

仕 掛 品 26,284 １年内返済予定の長期借入金 50,302

貯 蔵 品 9,085 未 払 金 29,687

そ の 他 56,119 前 受 金 17,223

貸 倒 引 当 金 △102 リ ー ス 債 務 1,007

固 定 資 産 275,571 未 払 法 人 税 等 49,850

有 形 固 定 資 産 30,835 未 払 消 費 税 等 33,961

建 物 26,221 パネルポイント引当金 74,751

リ ー ス 資 産 1,333 未 払 費 用 61,092

そ の 他 3,279 そ の 他 16,285

無 形 固 定 資 産 153,409 固 定 負 債 121,745

の れ ん 146,522 長 期 借 入 金 116,990

ソ フ ト ウ エ ア 6,886 リ ー ス 債 務 1,181

投 資 そ の 他 の 資 産 91,327 資 産 除 去 債 務 3,016

繰 延 税 金 資 産 71,873 繰 延 税 金 負 債 557

そ の 他 19,453 負 債 合 計 837,403

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 522,251

資 本 金 83,684

資 本 剰 余 金 284,090

利 益 剰 余 金 154,535

自 己 株 式 △59

純 資 産 合 計 522,251

資 産 合 計 1,359,655 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,359,655

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2021年10月１日から2022年９月30日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 2,251,134

売上原価 1,190,594

売上総利益 1,060,539

販売費及び一般管理費 780,152

営業利益 280,386

営業外収益

受取利息 6

補助金収入 1,425

その他 666 2,098

営業外費用

支払利息 1,886

支払保証料 536

その他 3 2,426

経常利益 280,059

特別損失

減損損失 451,828

固定資産除却損 1,955 453,784

税金等調整前当期純損失 173,724

法人税、住民税及び事業税 93,126

法人税等調整額 13,803 106,929

当期純損失 280,654

親会社株主に帰属する当期純損失 280,654

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2021年10月１日から2022年９月30日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本
純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2021年10月１日残高 80,680 281,150 435,189 － 797,019 797,019

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 3,004 2,940 5,945 5,945

親会社株主に帰属
する当期純損失（△）

△280,654 △280,654 △280,654

自己株式の取得 △59 △59 △59

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

－ －

連結会計年度中の変動額合計 3,004 2,940 △280,654 △59 △274,767 △274,767

2022年９月30日残高 83,684 284,090 154,535 △59 522,251 522,251

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2022年９月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 835,575 流 動 負 債 686,939

現 金 及 び 預 金 482,039 買 掛 金 76,617

受 取 手 形 13,802 短 期 借 入 金 300,000

売 掛 金 261,473 １年内返済予定の長期借入金 50,302

仕 掛 品 26,284 リ ー ス 債 務 1,007

貯 蔵 品 9,058 未 払 金 27,638

前 払 費 用 28,464 未 払 費 用 61,092

そ の 他 14,534 未 払 法 人 税 等 42,022

貸 倒 引 当 金 △80 前 受 金 12,875

固 定 資 産 494,224 預 り 金 14,733

有 形 固 定 資 産 30,835 パネルポイント引当金 74,751

建 物 26,221 そ の 他 25,897

工具、器具及び備品 3,279 固 定 負 債 121,187

リ ー ス 資 産 1,333 長 期 借 入 金 116,990

無 形 固 定 資 産 112,512 リ ー ス 債 務 1,181

の れ ん 105,625 資 産 除 去 債 務 3,016

ソ フ ト ウ エ ア 6,886 負 債 合 計 808,127

投資その他の資産 350,876 （純 資 産 の 部）

関 係 会 社 株 式 263,496 株 主 資 本 521,673

長 期 前 払 費 用 1,813 資 本 金 83,684

繰 延 税 金 資 産 67,926 資 本 剰 余 金 284,090

そ の 他 17,640 資 本 準 備 金 36,060

そ の 他 資 本 剰 余 金 248,030

利 益 剰 余 金 153,957

そ の 他 利 益 剰 余 金 153,957

繰 越 利 益 剰 余 金 153,957

自 己 株 式 △59

純 資 産 合 計 521,673

資 産 合 計 1,329,800 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,329,800

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（2021年10月１日から2022年９月30日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 2,058,004

売上原価 1,127,597

売上総利益 930,406

販売費及び一般管理費 647,386

営業利益 283,020

営業外収益

受取利息及び配当金 114

業務受託料 2,066

経営指導料 3,336

補助金収入 1,425

その他 635 7,578

営業外費用

支払利息 1,886

支払保証料 536

その他 3 2,426

経常利益 288,172

特別損失

関係会社株式評価損 501,177

固定資産除却損 1,955 503,133

税引前当期純損失 214,960

法人税、住民税及び事業税 79,223

法人税等調整額 10,948 90,172

当期純損失 305,133

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2021年10月１日から2022年９月30日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 80,680 33,120 248,030 281,150 459,090 459,090

当期変動額

新株の発行 3,004 2,940 2,940 －

当期純損失（△） △305,133 △305,133

自己株式の取得 －

当期変動額合計 3,004 2,940 － 2,940 △305,133 △305,133

当期末残高 83,684 36,060 248,030 284,090 153,957 153,957

株 主 資 本

純資産
合計

自己株式
株主資本
合計

当期首残高 － 820,920 820,920

当期変動額

新株の発行 5,945 5,945

当期純損失（△） △305,133 △305,133

自己株式の取得 △59 △59 △59

当期変動額合計 △59 △299,246 △299,246

当期末残高 △59 521,673 521,673

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2022年11月22日

株式会社ネオマーケティング

取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 上 卓 哉 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 田 村 知 弘 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ネオマーケティ

ングの2021年10月１日から2022年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、株式会社ネオマーケティング及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含

まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものでは
ない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、

通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計

算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書

類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を
含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情
報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監
査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理

に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2022年11月22日

株式会社ネオマーケティング

取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 上 卓 哉 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 田 村 知 弘 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ネオマー

ケティングの2021年10月１日から2022年９月30日までの第23期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま

れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、

通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

― 31 ―

2022年11月24日 16時27分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類

等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含
めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理

に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。
以 上

― 33 ―

2022年11月24日 16時27分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



監査等委員会の監査報告書の謄本

監査報告書

当監査等委員会は、2021年10月１日から2022年９月30日までの第23期事業年度に
おける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以
下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関

する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の
方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部
門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し
く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の
職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
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（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

2022年11月24日

株式会社ネオマーケティング監査等委員会
監 査 等 委 員 藤 元 拓 志 ㊞
監 査 等 委 員 原 島 茂 雄 ㊞
監 査 等 委 員 中 川 達 也 ㊞

（注） 監査等委員藤元拓志、原島茂雄及び中川達也は、会社法第２条第15号及び
第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

１．変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書き

に規定する改正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度

が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(１) 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電

子提供措置をとる旨を定めるものであります。

(２) 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する

事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第

15条）は不要となるため、これを削除するものであります。

(４) 上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものでありま

す。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分です）

現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類および連結計算書

類に記載または表示をすべき事

項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示するこ

とにより、株主に対して提供し

たものとみなすことができる。

＜削除＞
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現 行 定 款 変 更 案

＜新設＞ （電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容

である情報について、電子提供

措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をと

る事項のうち法務省令で定める

ものの全部又は一部について、

議決権の基準日までに書面交付

請求した株主に対して交付する

書面に記載しないことができ

る。

（第８章 附則）

＜新設＞

（第８章 附則）

（電子提供措置等に関する経過措置）
第42条 会社法の一部を改正する法律

（令和元年法律第70号）附則第

１条ただし書きに規定する改正

規定の施行の日（以下「施行

日」という）から６か月以内の

日を株主総会の日とする株主総

会については、変更前定款第15

条（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提供）

はなお効力を有する。

２ 本条は、施行日から６か月を

経過した日又は前項の株主総会

の日から３か月を経過した日の

いずれか遅い日後にこれを削除

する。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）２名は、本総会終結の時をもって

任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、１名増員す

ることとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名の選任をお願いいたした

いと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当社の株式数

１

再任

橋
ハ シ モ ト

本 光
ミ ツ ノ ブ

伸

（1975年10月25日生）

1999年４月 ㈱日本経済広告社入社

2000年10月 ㈱メディアインタラクティブ（現当社）設立

代表取締役（現任）

2015年11月 ㈱セールスサポート代表取締役（現任）

498,800株

取締役候補者とした理由

橋本光伸氏は、当社の代表取締役としてグループの経営をリードして

きた経験と実績を有しており、経営全般のバランス維持・向上のため、

引き続き選任をお願いするものです。

２

再任

荒
ア ラ イ ケ

池 和
カ ズ フ ミ

史

（1976年３月24日生）

1999年３月 ㈱セブン-イレブン・ジャパン入社

2004年12月 ㈱クークー入社

2006年８月 イー・ガーディアン㈱入社

2008年12月 同社取締役

2012年６月 イーオペ㈱（現 イー・ガーディアン東北㈱）

代表取締役

2015年12月 当社入社事業企画室長

㈱セールスサポート取締役（現任）

2016年12月 当社取締役（営業本部管掌）（現任）

44,000株

取締役候補者とした理由

荒池和史氏は、営業管掌の取締役として、各ディビジョンをリードし

てきた経験と実績を有しております。2016年12月から当社取締役に就

任しており、当社グループのさらなる成長のため、引き続き選任をお

願いするものです。
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候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当社の株式数

３

新任

森
モ リ タ ナ オ キ

田 尚 希

（1971年12月５日生）

1994年４月 ヨシコン㈱入社

2000年８月 ㈱フレームワークス入社

2007年11月 アルメックスPE㈱入社

2009年10月 アップサイド㈱入社

2012年４月 イー・ガーディアン㈱入社

2014年７月 ㈱レアジョブ入社

2018年10月 同社執行役員管理部門管掌

2020年４月 同社執行役員CFO

2022年10月 当社入社 執行役員CFO（現任）

－

取締役候補者とした理由

森田尚希氏は、管理部門における豊富な経験と幅広い知見を有してお

ります。入社以来、執行役員CFOとして当社の成長戦略の立案のほか、

管理体制の強化やコーポレートガバナンスの強化に尽力してきたこと

に加え、今後はコーポレートガバナンスのさらなる推進・強化への貢

献が期待されるため、選任をお願いするものです。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、当該保険契約の内容の概要等

は事業報告14頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の

被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で

の更新を予定しております。

以上

【ご参考】株主総会後の取締役のスキルマトリックス（予定）

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合、今回非改選の監

査等委員である取締役を含めて、当社の取締役のスキルマトリックスは以下のとお

りとなります。なお、以下の一覧表は各自が有するすべての知見や経験を表すもの

ではありません。

氏名
当社における

地位

企業経営

経営戦略

営 業

マーケティング

法 務

リスク管理
人事・労務
人材開発

財 務
会 計

IT
テクノロジー

橋本 光伸 代表取締役 ● ●

荒池 和史 取締役 ● ● ●

森田 尚希 取締役 ● ● ●

藤元 拓志
取締役

(監査等委員)
● ●

原島 茂雄
取締役

(監査等委員)
● ●

中川 達也
取締役

(監査等委員)
● ●
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株主総会 会場ご案内図

会場：東京都渋谷区南平台町16番25号
養命酒ビル２階 会議室

電話：03-6328-2880（代表）

交通 ●JR渋谷駅西口（南改札）から徒歩約10分
●京王井の頭線 神泉駅南口から徒歩約５分
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